
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
九
十
一
条
」
を
「
第
九
十
条
の
二
」
に
、
「
第
百
条
の
四
」
を
「
第
百
条
の
五
」
に
、
「
第
七
節

権
利
の
制

「
第
七
節

実
演
家
人
格
権
の
一
身
専
属
性
等
（
第
百

限
、
譲
渡
及
び
行
使
等
並
び
に
登
録
（
第
百
二
条

第
百
四
条
）
」
を

－

第
八
節

権
利
の
制
限
、
譲
渡
及
び
行
使
等
並
び
に

一
条
の
二
・
第
百
一
条
の
三
）

に
改
め
る
。

登
録
（
第
百
二
条

第
百
四
条
）
」

－

第
二
条
第
一
項
第
二
十
号
中
「
第
八
十
九
条
第
六
項
」
を
「
第
八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
演
家
人
格
権
若
し
く
は
同

条
第
六
項
」
に
改
め
、
「
（
著
作
者
」
の
下
に
「
又
は
実
演
家
」
を
、
「
し
た
な
ら
ば
著
作
者
人
格
権
」
の
下
に
「
又
は
実
演

家
人
格
権
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
同
条
」
を
「
第
四
条
の
二
及
び
第
六
十
三
条
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
レ
コ
ー
ド
の
発
行
）



第
四
条
の
二

レ
コ
ー
ド
は
、
そ
の
性
質
に
応
じ
公
衆
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
相
当
程
度
の
部
数
の
複
製
物
が
、
第

九
十
六
条
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
許
諾
（
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
利
用
の
許
諾
を
い
う
。
第
四
章
第
二
節
及
び
第
三
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
得
た
者
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ
、
頒
布
さ
れ

た
場
合
（
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
九
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
を
有
す
る
者
の
権
利
を
害
し
な
い
場

合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
発
行
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
七
条
第
六
号
ロ
中
「
次
条
第
四
号
」
を
「
次
条
第
五
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同
条
第
五
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
実
演

イ

実
演
及
び
レ
コ
ー
ド
に
関
す
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
（
以
下
「
実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
」
と
い
う
。
）
の
締

約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
る
実
演

ロ

次
条
第
四
号
に
掲
げ
る
レ
コ
ー
ド
に
固
定
さ
れ
た
実
演

第
八
条
第
五
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
前
三
号
」
を
「
前
各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、

同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
レ
コ
ー
ド

イ

実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
の
締
約
国
の
国
民
（
当
該
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
及
び
当
該
締
約
国

に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
レ
コ
ー
ド
製
作
者
と
す
る
レ
コ
ー
ド

ロ

レ
コ
ー
ド
で
こ
れ
に
固
定
さ
れ
て
い
る
音
が
最
初
に
実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
の
締
約
国
に
お
い
て
固
定
さ
れ
た
も
の

第
八
十
九
条
第
一
項
中
「
実
演
家
は
、
」
の
下
に
「
第
九
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
九
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利

（
以
下
「
実
演
家
人
格
権
」
と
い
う
。
）
並
び
に
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
第
百
条
の
四
」
を
「
第
百
条
の
五
」
に
改
め

、
同
条
第
六
項
中
「
権
利
（
」
の
下
に
「
実
演
家
人
格
権
並
び
に
」
を
加
え
る
。

第
四
章
第
二
節
中
第
九
十
一
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
氏
名
表
示
権
）

第
九
十
条
の
二

実
演
家
は
、
そ
の
実
演
の
公
衆
へ
の
提
供
又
は
提
示
に
際
し
、
そ
の
氏
名
若
し
く
は
そ
の
芸
名
そ
の
他
氏
名

に
代
え
て
用
い
ら
れ
る
も
の
を
実
演
家
名
と
し
て
表
示
し
、
又
は
実
演
家
名
を
表
示
し
な
い
こ
と
と
す
る
権
利
を
有
す
る
。

２

実
演
を
利
用
す
る
者
は
、
そ
の
実
演
家
の
別
段
の
意
思
表
示
が
な
い
限
り
、
そ
の
実
演
に
つ
き
既
に
実
演
家
が
表
示
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
実
演
家
名
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



３

実
演
家
名
の
表
示
は
、
実
演
の
利
用
の
目
的
及
び
態
様
に
照
ら
し
実
演
家
が
そ
の
実
演
の
実
演
家
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す

る
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
又
は
公
正
な
慣
行
に
反
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

４

第
一
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
。

一

行
政
機
関
情
報
公
開
法
、
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
又
は
情
報
公
開
条
例
の
規
定
に
よ
り
行
政
機
関
の
長
、
独
立

行
政
法
人
等
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
実
演
を
公
衆
に
提
供
し
、
又
は
提
示
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
実
演
に
つ

き
既
に
そ
の
実
演
家
が
表
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
実
演
家
名
を
表
示
す
る
と
き
。

二

行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
、
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
又
は
情
報
公

開
条
例
の
規
定
で
行
政
機
関
情
報
公
開
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
に
よ
り
行
政
機
関
の
長
、
独
立
行
政

法
人
等
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
が
実
演
を
公
衆
に
提
供
し
、
又
は
提
示
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
実
演
の
実
演
家

名
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
。

（
同
一
性
保
持
権
）

第
九
十
条
の
三

実
演
家
は
、
そ
の
実
演
の
同
一
性
を
保
持
す
る
権
利
を
有
し
、
自
己
の
名
誉
又
は
声
望
を
害
す
る
そ
の
実
演



の
変
更
、
切
除
そ
の
他
の
改
変
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
実
演
の
性
質
並
び
に
そ
の
利
用
の
目
的
及
び
態
様
に
照
ら
し
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
改
変
又
は

公
正
な
慣
行
に
反
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
改
変
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
九
十
一
条
第
二
項
中
「
（
第
百
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
許
諾
を
い
う
。
以

下
こ
の
節
及
び
次
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
も
つ
ぱ
ら
」
を
「
専
ら
」
に
改
め
る
。

第
九
十
五
条
第
一
項
中
「
第
五
号
」
を
「
第
六
号
」
に
、
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
締
約
国
」
の
下
に
「
に
つ
い
て
は
、
当
該
締
約
国
」
を
加
え
、
「
実
演
家
等
保
護
条
約
の
規
定
」
を
「
実
演
家
等
保
護

条
約
第
十
六
条
１

の
規
定
」
に
改
め
、
「
し
て
い
る
」
の
下
に
「
国
以
外
の
」
を
加
え
、
「
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い

(a)
(i)

」
を
「
に
つ
い
て
適
用
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と

し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
九
項
」
を
「
第
十
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
同
条
第
四

項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、
「
第
九
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
九
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し

、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、

同
条
第
八
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項



」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、

同
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
の
規
定
は
、
実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
の
締
約
国
（
実
演
家
等
保
護
条
約
の
締
約
国
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
実
演

・
レ
コ
ー
ド
条
約
第
十
五
条

の
規
定
に
よ
り
留
保
を
付
し
て
い
る
国
の
国
民
を
レ
コ
ー
ド
製
作
者
と
す
る
レ
コ
ー
ド
に
固

(3)

定
さ
れ
て
い
る
実
演
に
係
る
実
演
家
に
つ
い
て
は
、
当
該
留
保
の
範
囲
に
制
限
し
て
適
用
す
る
。

第
九
十
五
条
の
三
第
四
項
中
「
第
九
十
五
条
第
四
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
」
を
「
第
九
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で

」
に
、
「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
、
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「

第
九
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
九
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
九
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
」

を
「
第
九
十
五
条
第
七
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
九
十
七
条
第
一
項
中
「
第
三
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
十
五
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第

四
項
」
を
加
え
、
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
」
に
、
「
同
項
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
第
九
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
」
を
「
第
九
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
九
十
七
条
の
三
第
五
項
中
「
第
九
十
五
条
第
五
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
」
を
「
第
九
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で



」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
九
十
五
条
第
五
項
」
を
「
第
九
十
五
条
第
六
項
」
に
、
「
第
九
十
五
条
第
六
項
」
を
「
第
九

十
五
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
送
信
可
能
化
権
）

第
九
十
九
条
の
二

放
送
事
業
者
は
、
そ
の
放
送
又
は
こ
れ
を
受
信
し
て
行
う
有
線
放
送
を
受
信
し
て
、
そ
の
放
送
を
送
信
可

能
化
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。

第
四
章
第
五
節
中
第
百
条
の
四
を
第
百
条
の
五
と
し
、
第
百
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
送
信
可
能
化
権
）

第
百
条
の
四

有
線
放
送
事
業
者
は
、
そ
の
有
線
放
送
を
受
信
し
て
こ
れ
を
送
信
可
能
化
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。

第
百
一
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
「
始
ま
り
、
当
該
各
号
の
行
為
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
し
て
五

十
年
を
経
過
し
た
時
を
も
つ
て
満
了
す
る
」
を
「
始
ま
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
行
な
つ
た
」
を
「
行
つ

た
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

著
作
隣
接
権
の
存
続
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
時
を
も
つ
て
満
了
す
る
。



一

実
演
に
関
し
て
は
、
そ
の
実
演
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
し
て
五
十
年
を
経
過
し
た
時

二

レ
コ
ー
ド
に
関
し
て
は
、
そ
の
発
行
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
し
て
五
十
年
（
そ
の
音
が
最
初
に

固
定
さ
れ
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
し
て
五
十
年
を
経
過
す
る
時
ま
で
の
間
に
発
行
さ
れ
な
か
つ
た
と
き
は
、

そ
の
音
が
最
初
に
固
定
さ
れ
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
し
て
五
十
年
）
を
経
過
し
た
時

三

放
送
に
関
し
て
は
、
そ
の
放
送
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
し
て
五
十
年
を
経
過
し
た
時

四

有
線
放
送
に
関
し
て
は
、
そ
の
有
線
放
送
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
し
て
五
十
年
を
経
過
し
た
時

第
四
章
中
第
七
節
を
第
八
節
と
し
、
第
六
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
七
節

実
演
家
人
格
権
の
一
身
専
属
性
等

（
実
演
家
人
格
権
の
一
身
専
属
性
）

第
百
一
条
の
二

実
演
家
人
格
権
は
、
実
演
家
の
一
身
に
専
属
し
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
実
演
家
の
死
後
に
お
け
る
人
格
的
利
益
の
保
護
）

第
百
一
条
の
三

実
演
を
公
衆
に
提
供
し
、
又
は
提
示
す
る
者
は
、
そ
の
実
演
の
実
演
家
の
死
後
に
お
い
て
も
、
実
演
家
が
生

存
し
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
実
演
家
人
格
権
の
侵
害
と
な
る
べ
き
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
行
為
の



性
質
及
び
程
度
、
社
会
的
事
情
の
変
動
そ
の
他
に
よ
り
そ
の
行
為
が
当
該
実
演
家
の
意
を
害
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
実
演
家
人
格
権
と
の
関
係
）

第
百
二
条
の
二

前
条
の
著
作
隣
接
権
の
制
限
に
関
す
る
規
定
（
同
条
第
三
項
の
規
定
を
除
く
。
）
は
、
実
演
家
人
格
権
に
影

響
を
及
ぼ
す
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
百
三
条
中
「
又
は
第
九
十
六
条
の
二
」
を
「
、
第
九
十
六
条
の
二
、
第
九
十
九
条
の
二
又
は
第
百
条
の
四
」
に
改
め
る
。

第
百
十
二
条
第
一
項
中
「
出
版
権
者
」
の
下
に
「
、
実
演
家
」
を
加
え
、
「
出
版
権
又
は
」
を
「
出
版
権
、
実
演
家
人
格
権

又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
版
権
者
」
の
下
に
「
、
実
演
家
」
を
加
え
、
「
も
つ
ぱ
ら
」
を
「
専
ら
」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
出
版
権
」
の
下
に
「
、
実
演
家
人
格
権
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
著
作
権
」
の
下
に
「
、
実

演
家
人
格
権
」
を
加
え
る
。

第
百
十
五
条
中
「
著
作
者
は
」
を
「
著
作
者
又
は
実
演
家
は
」
に
改
め
、
「
著
作
者
人
格
権
」
の
下
に
「
又
は
実
演
家
人
格

権
」
を
、
「
、
著
作
者
」
の
下
に
「
又
は
実
演
家
」
を
、
「
そ
の
他
著
作
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
実
演
家
」
を
加
え
る
。



第
百
十
六
条
の
見
出
し
中
「
著
作
者
」
の
下
に
「
又
は
実
演
家
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
著
作
者
の
」
を
「
著
作
者
又

は
実
演
家
の
」
に
改
め
、
「
当
該
著
作
者
」
の
下
に
「
又
は
実
演
家
」
を
、
「
に
つ
い
て
第
六
十
条
」
の
下
に
「
又
は
第
百
一

条
の
三
」
を
、
「
著
作
者
人
格
権
」
の
下
に
「
又
は
実
演
家
人
格
権
」
を
、
「
又
は
第
六
十
条
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
百
一

条
の
三
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
著
作
者
」
の
下
に
「
又
は
実
演
家
」
を
加
え
る
。

第
百
十
九
条
第
一
号
中
「
出
版
権
」
の
下
に
「
、
実
演
家
人
格
権
」
を
加
え
、
「
著
作
権
若
し
く
は
」
を
「
著
作
権
、
実
演

家
人
格
権
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
条
中
「
第
六
十
条
」
の
下
に
「
又
は
第
百
一
条
の
三
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
条
の
二
第
三
号
中
「
著
作
権
」
の
下
に
「
、
実
演
家
人
格
権
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
著
作
者
人
格
権
」
の
下
に
「
又
は
実
演
家
人
格
権
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
七
条
の
改
正
規
定
、
第
八
条
の
改
正
規
定
、
第
九
十
五
条
の
改
正
規
定
、
第
九
十
五
条
の
三
の
改
正
規
定
、
第
九
十



七
条
の
改
正
規
定
、
第
九
十
七
条
の
三
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
、
第
七
項
及
び
第

九
項
の
規
定

実
演
及
び
レ
コ
ー
ド
に
関
す
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
（
以
下
「
実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
」
と
い
う

。
）
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日

二

目
次
の
改
正
規
定
（
「
第
百
条
の
四
」
を
「
第
百
条
の
五
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
八
十
九
条
第
四
項
の
改

正
規
定
、
第
九
十
九
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
四
章
第
五
節
中
第
百
条
の
四
を
第
百
条
の
五
と
し
、
第
百

条
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
百
三
条
の
改
正
規
定

平
成
十
五
年
一
月
一
日

三

前
二
号
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定

実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
又
は
平
成
十
五

年
一
月
一
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
早
い
日

（
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
の
適
用
）

２

改
正
後
の
著
作
権
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
実
演
（
同
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

掲
げ
る
実
演
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
次
に
掲
げ
る
も
の
又
は
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
実
演
で
次
に
掲
げ
る
も
の
に

対
す
る
新
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
五
条
並
び
に
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
含
む

。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
附
則
第
三
項
、
著



作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
四
十
三
号
。
以
下
「
平
成
元
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
項

及
び
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
平
成
三
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則

第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
た
実
演

二

次
に
掲
げ
る
レ
コ
ー
ド
に
固
定
さ
れ
た
実
演

イ

実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
の
締
約
国
の
国
民
（
当
該
締
約
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
及
び
当
該
締
約
国

に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
レ
コ
ー
ド
製
作
者
と
す
る
レ
コ
ー
ド

ロ

レ
コ
ー
ド
で
こ
れ
に
固
定
さ
れ
て
い
る
音
が
最
初
に
実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
の
締
約
国
に
お
い
て
固
定
さ
れ
た
も
の

３

前
項
各
号
に
掲
げ
る
実
演
に
係
る
実
演
家
で
当
該
実
演
が
行
わ
れ
た
際
国
内
に
常
居
所
を
有
し
な
い
外
国
人
で
あ
っ
た
も

の
に
対
す
る
新
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
五
条
並
び
に
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を

含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
改
正
法
附
則
第
四
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４

次
に
掲
げ
る
レ
コ
ー
ド
に
対
す
る
新
法
中
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
規
定
（
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
七
条
の
三
第
三
項
か

ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第



四
十
九
号
）
附
則
第
二
項
、
平
成
元
年
改
正
法
附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
平
成
三
年
改
正
法
附
則
第
三
項
の
規
定
は

、
適
用
し
な
い
。

一

新
法
第
八
条
第
三
号
に
掲
げ
る
レ
コ
ー
ド
で
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
の
締
約
国
の
国
民
を
レ
コ
ー
ド
製
作
者
と
す
る
レ
コ
ー
ド

ロ

レ
コ
ー
ド
で
こ
れ
に
固
定
さ
れ
て
い
る
音
が
最
初
に
実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
の
締
約
国
に
お
い
て
固
定
さ
れ
た
も
の

二

新
法
第
八
条
第
四
号
に
掲
げ
る
レ
コ
ー
ド
で
許
諾
を
得
な
い
レ
コ
ー
ド
の
複
製
か
ら
の
レ
コ
ー
ド
製
作
者
の
保
護
に
関

す
る
条
約
に
よ
り
我
が
国
が
保
護
の
義
務
を
負
う
も
の

（
実
演
家
人
格
権
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

５

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
そ
の
実
演
家
の
許
諾
を
得
て
作
成
さ
れ
た
録
音
物
又
は
録
画
物
に
固
定
さ
れ
て
い
る
実
演
に
つ
い

て
は
、
新
法
第
九
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
及
び
第
九
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
法
律

の
施
行
後
、
当
該
実
演
に
表
示
さ
れ
て
い
た
当
該
実
演
に
係
る
実
演
家
名
の
表
示
を
削
除
し
、
若
し
く
は
改
変
し
た
場
合
若

し
く
は
当
該
実
演
に
新
た
に
実
演
家
名
を
表
示
し
た
場
合
又
は
当
該
実
演
を
改
変
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
二
次
使
用
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）



６

実
演
家
、
レ
コ
ー
ド
製
作
者
及
び
放
送
機
関
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
実
演
家

等
保
護
条
約
」
と
い
う
。
）
の
締
約
国
で
あ
り
、
か
つ
実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
国
の
国
民
を
レ
コ
ー
ド
製

作
者
と
す
る
レ
コ
ー
ド
に
固
定
さ
れ
て
い
る
実
演
で
あ
っ
て
、
実
演
家
等
保
護
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
日

よ
り
前
に
当
該
固
定
が
さ
れ
た
実
演
に
係
る
実
演
家
に
つ
い
て
の
新
法
第
九
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

７

実
演
家
等
保
護
条
約
の
締
約
国
で
あ
り
、
か
つ
実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
国
の
国
民
を
レ
コ
ー
ド
製
作
者

と
す
る
レ
コ
ー
ド
で
あ
っ
て
、
実
演
家
等
保
護
条
約
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
日
よ
り
前
に
そ
の
音
が
最
初
に
固

定
さ
れ
た
レ
コ
ー
ド
に
係
る
レ
コ
ー
ド
製
作
者
に
つ
い
て
の
新
法
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
法
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
お
い
て
準
用
す
る
新
法
第
九
十
五
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
レ
コ
ー
ド
の
保
護
期
間
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
）

８

新
法
第
百
一
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
著
作
権
法
に
よ
る
著
作
隣
接
権
が
存

す
る
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
著
作
権
法
に
よ
る
著
作
隣
接
権
が
消
滅
し
て
い



る
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
著
作
権
等
管
理
事
業
法
の
一
部
改
正
）

９

著
作
権
等
管
理
事
業
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
第
九
十
五
条
第
四
項
」
を
「
第
九
十
五
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。



理

由

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
新
た
な
情
報
伝
達
手
段
の
発
達
等
に
か
ん
が
み
、
放
送
事
業
者
又
は
有
線
放
送
事
業
者
の
利
益
を
適
切

に
保
護
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
者
に
放
送
又
は
有
線
放
送
の
送
信
可
能
化
に
関
す
る
権
利
を
付
与
す
る
と
と
も
に
、
実
演
及
び

レ
コ
ー
ド
に
関
す
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
の
実
施
に
伴
い
、
著
作
権
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
も
の
と
し
て
、
同
条
約

に
よ
り
我
が
国
が
保
護
の
義
務
を
負
う
実
演
及
び
レ
コ
ー
ド
を
加
え
、
及
び
実
演
家
の
人
格
的
利
益
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め

、
実
演
家
人
格
権
を
新
た
に
創
設
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


